
 
 
 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
支
給
限
度
額
の
引
き
上
げ 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
限
度
額
に
つ
い
て
、
百
万
円
を
三
百
万
円
に
、
五
十
万
円
を
百
五
十
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ

引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
二 

運
用
資
金
の
改
正 

 
 

支
援
業
務
を
運
営
す
る
た
め
の
運
用
資
金
を
基
金
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
第
九
条
第
一
項
関
係
） 

第
三 

地
方
債
の
特
例
の
創
設 

都
道
府
県
が
基
金
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
支
援
法
人
に
対
し
て
拠
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
拠
出
に
要

す
る
経
費
で
あ
っ
て
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
に
該
当
し
な
い
も
の

に
つ
い
て
も
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 

（
第
十
九
条
関
係
） 

第
四 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
五 

施
行
期
日
そ
の
他 

 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と



と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 

二 
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ

と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
附
則
第
二
条
か
ら
附
則
第
五
条
ま
で
関
係
） 



被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
」
を
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
」
に
、
「
第
十
八
条
・
第
十
九
条
」
を
「
第
十

八
条

第
二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条

第
二
十

－
－

四
条
」
を
「
第
二
十
三
条

第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

－

第
二
条
第
二
号
中
「
と
同
等
」
を
「
に
準
ず
る
程
度
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
世
帯

百
万
円
」
を
「
世
帯

三
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
五
十
万

円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
改
め
る
。

「
第
三
章

被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
」
を
「
第
三
章

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
」
を
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
」
に
、
「
「
基
金
」
を
「
「
支
援
法

人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
改
め
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
改
め
る
。



第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
基
金
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

支
援
法
人
は
、
支
援
業
務
を
運
営
す
る
た
め
の
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も

の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
、
「
前
項
の
運
用
資
金
」
を
「
基
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ

る
」
を
「
に
よ
る
も
の
の
」
に
、
「
が
支
援
業
務
を
運
営
す
る
た
め
に
」
を
「
に
充
て
る
た
め
に
」
に
、
「
基
金
に
」
を
「
支

援
法
人
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条

中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
五
章
中
第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第

二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
基
金
」
を
「
支
援
法
人
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
地
方
債
の
特
例
）

第
十
九
条

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
支
援
法
人
に
対
す
る
拠
出
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財

政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
地
方
債
を
も

っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
第
一
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（

以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
生
じ
た
自
然
災
害
に
よ
り
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の

支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
自
然
災
害
に
よ
り
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
支
援
金
の



支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
自
然
災
害
に
よ
り
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
う
ち
、
施
行
日

前
に
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
の
た
め
の
立
退

き
の
指
示
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
後
に
、
当
該
指
示
に
係
る
地
域
（
施
行
日
以
後
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
避
難
の
必
要
の
な
く
な
っ
た
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
地
域
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
自
立
し
た

生
活
を
開
始
す
る
者
又
は
当
該
指
示
に
係
る
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
開
始
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
開
始
す
る
者
に
係
る
世
帯
の
世
帯
主

に
対
す
る
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「

三
百
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
百
万
円
か
ら
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

十
三
号
）
の
施
行
前
に
支
給
さ
れ
た
支
援
金
の
額
を
減
じ
た
額
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
百
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百

五
十
万
円
か
ら
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
前
に
支
給
さ
れ
た
支
援
金
の
額
を
減
じ
た
額
」

と
す
る
。

（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）



こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い

第
四
条

る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
は
、
新
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
と
み

な
す
。

（
地
方
交
付
税
法
の
一
部
改
正
）

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条附

則
第
五
条
第
一
項
の
表
第
六
号
及
び
同
条
第
二
項
の
表
第
六
号
中
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
」
を
「
被
災
者
生
活

再
建
支
援
法
人
」
に
改
め
る
。



理

由

被
災
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
よ
る
自
立
し
た
生
活
の
開
始
を
支
援
す
る
た
め
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
限
度

額
に
つ
い
て
、
百
万
円
を
三
百
万
円
に
、
五
十
万
円
を
百
五
十
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




